
い
ま
す
。
医
学
の
発
展
を
願
い
、
自
ら
の

遺
体
を
献
納
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
探
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な

お
、
献
体
と
同
時
に
ア
イ
バ
ン
ク
に
も
登

録
さ
れ
ま
す
。

▼
㈶
不
老
会
田
原
支
部 

☎
22
局
０
１
６
５

　

下
水
道
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
区
域
で

ま
だ
接
続
を
し
て
い
な
い
方
は
、
快
適
な

生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
接
続
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

□
排
水
設
備
工
事
・
雨
水
貯
留
槽
設
置

　

な
ど
に
関
す
る
補
助
制
度

　

排
水
設
備
を
工
事
し
た
り
雨
水
貯
留
槽

な
ど
を
設
置
し
た
り
す
る
方
に
対
し
、
補

助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
排
水
設
備
工
事
費
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

　

融
資
を
受
け
る
場
合
の
金
融
機
関
へ
の

利
息
を
市
が
負
担
（
無
利
子
融
資
）

■
浄
化
槽
雨
水
貯
留
施
設
転
用
補
助
金

　

不
用
に
な
っ
た
浄
化
槽
に
雨
水
を
貯
留

さ
せ
て
、
庭
の
ま
き
水
な
ど
に
利
用
す
る

施
設
の
改
造
工
事
費
の
２
分
の
１
を
補
助

（
上
限
10
万
円
）

■
雨
水
貯
留
施
設
新
設
補
助
金

　

雨
水
貯
留
槽
の
購
入
費
の
２
分
の
１
を

補
助
（
上
限
10
万
円
）

た
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
ご
持
参
の
う

え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
６
月
〜
11
月
の
第
２
・
第
４
木

曜
日 

午
前
10
時
〜
午
後
４
時　

▼
場
所

＝
市
役
所
相
談
室
（
南
庁
舎
１
階
）

▼
愛
知
社
会
保
険
事
務
局

☎（
０
５
２
）３
８
８
局
２
１
１
１

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

　

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
や
高
齢
者
の

健
康
保
持
・
増
進
を
目
的
と
し
た
長
寿
医

療
の
健
康
診
査
が
、６
月
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
受
診
券
が
届
い
た
ら
、
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証（
保
険
証
）と
受
診
券
を

持
参
し
、
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。（
す
で
に
生
活
習
慣
病
で
受
診
中
の

方
は
受
診
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

▼
対
象
＝
75
歳
以
上
の
方
お
よ
び
一
定
の

障
害
が
あ
る
方（
長
寿
医
療
の
被
保
険
者
）

▼
そ
の
他
＝
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

医
学
生
、
歯
学
生
の
教
育
実
習
の
た
め

に
必
要
な
遺
体
は
、
慢
性
的
に
不
足
し
て

　

外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
・
労
働

条
件
の
確
保
と
、
不
法
就
労
の
防
止
に
ご

理
解
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【
外
国
人
を
雇
用
す
る
際
に
は
】

❶
外
国
人
の
就
労
は
、「
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
」
に
よ
り
就
労
可
能
な

在
留
資
格
を
持
つ
在
留
期
間
内
の
方
に

限
ら
れ
ま
す
。

❷
外
国
人
労
働
者
に
も
労
働
基
準
法
な
ど

の
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

❸
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
ま
た
は
離
職
の

際
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

❹
違
法
な
仲
介
業
者
か
ら
外
国
人
を
受
け

入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

❺
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋

☎（
０
５
３
２
）52
局
７
１
９
３

▼
愛
知
労
働
局
職
業
対
策
課

☎（
０
５
２
）２
１
９
局
５
５
０
８

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
「
ね
ん
き
ん

特
別
便
の
臨
時
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
ま

す
。
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
郵
送
さ
れ

□
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
廃
止

▼
鈴
木
設
備
☎
45
局
２
３
３
０
／
㈱

鈴
春
住
宅
設
備
／
☎（
０
５
３
２
）32
局

５
７
８
２
／
㈲
ス
ズ
コ
ウ
☎（
０
５
３
２
）

47
局
７
９
８
８

※
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

平
成
21
年
５
月
ま
で
に
、
裁
判
員
制
度

が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の
制
度
を
皆
さ
ん

に
も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
模
擬

裁
判
を
開
催
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
7
月
6
日
（
日
）
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
30
分　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館
多
目

的
ホ
ー
ル　

▼
入
場
＝
無
料　

▼
申
し
込

み
＝
６
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

Ｅ
メ
ー
ル
・
電
話
に
て
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ

ー
ル
の
場
合
は
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
明
記
）

▼
企
画
課

☎
23
局
３
５
０
７　

23
局
０
１
８
０

　

kikaku@
city.tahara.aichi.jp

ね
ん
き
ん
特
別
便
に
関
す
る

臨
時
相
談
窓
口
を
開
設

６
月
は「
外
国
人
労
働
者
問
題

啓
発
月
間
」で
す

裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
う

「
模
擬
裁
判
」を
開
催

下
水
道
の
接
続
に
ご
協
力
を

長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
の

健
康
診
査
に
つ
い
て

献
体
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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